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雇用・労働の側面から戦後日本経済・

社会の発展を評するならば、政府の重厚

長大産業の育成政策のもとで、製造業を

中心とした雇用・労働システムの確立

が、日本経済の発展と共に「日本型雇用

システム」として広く社会全体に波及し、

これまでは総じて国民全体の均質的な生

活レベルの改善をもたらしたことにあっ

たと考えます。しかし、第３次産業へと

産業別就業者のシフトが進む中にあっ

て、９０年代の長期にわたる不況はそれ

までの日本型システムの転換を不可避な

ものとしました。特に、グローバルな市

場経済化の世界的な拡大は、産業再編の

必要性と国際競争の熾烈化をもたらして

います。しかし、それは同時に日本全体

の構造改革を必然化し、企業においては

競争力強化の観点からより事業収益性の

向上に注力することにつながり、雇用・

労働に関わる多くの変化や運動課題を出

現させています。以下、そうした課題に

ついて概括します。

雇用構造の変化と雇用形態多様化の進行　
この間の各産業・企業の事業構造改革

は、ほとんどの産業において行き過ぎた

多角化の見直しによる中核事業の強化・

収益力強化の追求となり、事業構造改革

の一環として進められた総労務費削減の

施策は雇用構造の大きな変化をもたらし

ました。産業によって請負や派遣・契約

社員の受け入れといった外注形態の違い

があったにせよ、本体正社員の著しい減

少をもたらしたと把握されます。事業所

内の企業別従業員構成を見ても、ある企

業においては、本体雇用者対その他就業

者の割合が従来の６：４から３：７にま

でに変化をしており、アウトソーシング

による徹底した労務費の削減が企業毎就

業構造の変化に如実に表れています。ま

た、雇用形態の多様化も著しく進展、産

業毎の導入形態や割合の違いはあるもの

の、金属産業全体で約２０％強（全産

業：約３０％強）にまで非典型雇用労働

者の割合が増大、全産業平均では３０％

にまで割合が拡大しています。

こうした変化は「２００７年問題」とも

相まって、技術・技能の継承を待ったな

しの緊急的課題としています。金属労協

「第２次賃金・労働政策」でも提起して

いるように、非典型雇用労働者を含めた

均等処遇の実現など雇用・労働課題の整

備は、「われわれ自身の問題である」と

の認識と対応が必要となっています。

総合規制改革会議における規制緩和へ
の対応
政府は、生活者・消費者本位の経済社

会システムの構築と経済の活性化を実現

する観点から、この数年間において民間
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開放その他の規制のあり方について検討

を推進、本年３月には「規制改革・民間

開放推進３か年計画（改訂）」を閣議決

定しています。

雇用・労働に関わる検討内容は、①円

滑な労働移動を可能とする規制改革、②

勤労形態の多様化を可能とする規制改

革、③新しい労働者像に応じた制度改革、

④その他の観点から整理がされており、

競争社会の前提となる社会的安定機能の

確保をうたっているものの、現状を追認

し、さらに競争過多となる危険性をはら

んでいます。特に、裁量労働制の拡大や

それに続く米国ホワイトカラーエグゼン

プション制を参考とした労働時間規制の

適用除外の拡大や産業別最低賃金を含む

見直しは、わたしたちの働き方や処遇に

直接関わる問題であり、労働組合として

も十分な検討をしていかねばなりませ

ん。

労働契約法制への対応
厚生労働省「研究会」は、本年９月１２

日に最終報告書をとりまとめました。し

かし、連合がこれまで主張していた内容

を一顧だにしておらず、連合はこのまま

では「労働者や労働組合のためにならな

い」として危機感を強めています。特に、

労働組合とは本質的に異なる「労使委員

会」に、労働条件の決定・変更の協議や

就業規則の変更の合理性判断など、重要

な機能を担わせようとしていることは、

労働条件低下への抑制力の弱体化といっ

た組合の本質機能そのものに関わる問題

であり、今後の労働政策審議会の議論に

関心をはらっていかなければなりませ

ん。

事業構造改革・規制緩和を
めぐって山積する

「雇用・労働の運動課題」今回はＪＡＭの日本機械工業株式会社を訪問。

ＪＲ中央線の八王子駅から浅川をわたり、西の

方へ車で１５分程で到着。日本機械工業は「Ｎ

ＩＫＫＩ」の名前で知られている、日本で２社

しかないはしご車製造メーカーのひとつである。

はしご車を製造するメーカーは世界で１２社し

かなく、その内日本には、モリタとここ日本機

械の２社のみである。レトロ調の工場の内外に

明るい赤い消防自動車が何台も並んでおり、一

見すると大きな消防署に来たような感じがした。

日本機械工業株式会社の創業は１９２２年（大

正１１年）１月に遡り、当初はジョイント商会

の名前で発足、消防用水管同士をつなぐ接手の

日米独参加国特許製品の製造販売を開始。１９３

６年（昭和１１年）に社名を現在の「日本機械工

業株式会社」に改称し、横浜市鶴見区に新工場

を開設、消防ポンプ自動車の製造を開始した。

戦争中、１９４３年（昭和１８年）に現在の八王

子市中野上町にあった紡績工場跡に疎開し新工

場を開設、戦災により鶴見工場が焼失したため、
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◆「９．１１」の衆院選は、小泉劇場戦術により、私

たちが応援した民主党は大きく議席を減らしてしまっ

た。前原新体制のもと、働く者の視点に立った政策で

真の政権責任政党への脱皮を期待したい。連合も、10

月６日の第９回定期大会で新体制となり、金属労協の

古賀伸明議長（電機連合委員長）が新事務局長に就任

した。これを受けて金属労協も、同日第15回常任幹事

会で加藤裕治自動車総連会長を新議長

とすることを確認した。

◆今号では、「ヒューマンな長期安定雇用の確立に向

けて」をテーマに特集を組んだ。雇用の多様化の中で、

増え続けるパート・派遣・期間工・請負など非典型雇

用の労働者の人たちに労働組合として何ができるの

か、労働組合の真価が問われている。（美）

ＪＡＭ―
日本機械工業株式会社

そのまま八王子工場を本社工場として使い続け

ている。

消防ポンプ自動車製造メーカーとしての長い

歴史と伝統の中で蓄積された技術に、電子制御

によるハイテク機能を加味し、様々な種類の消

防ポンプ自動車の製造に取り組んでいる。高い

性能と機動性を備えた普通消防ポンプ自動車を

はじめ、高層建築物、地下街、石油コンビナー

ト、化学工場等の多様化する如何なる火災にも

対応できる機能を備えた、はしご付消防車、大

型化学高所放水車、ならびに各種の化学消防車

等、常に業界最高水準の品質、性能、効率性を

追求し続けている。

社風は「品質第一」が徹底しており、従業員

一人ひとりが技術と品質に誇りを持っている。

工場での代々言い伝えられているモットーは

「３年、５年はまだ小僧っ子」の言葉。何しろ、

ハンドルとエンジンと４輪部分のシャーシ部分

は、各トラックメーカーから納品されるが、そ

の上に搭載する全ての部分、ポンプから、タン

ク、はしご、運転席の通信設備まで全て部品の

製造から組立てまで自前で行う。発注先からの

細々とした注文を受ける形で一台として同じも

のはない、一品生産方式である。設計図を見た

だけで組立てていく過程は、高度な熟練技術を

必要とする。表紙は、オーバーホールではしご

車の検査を行っているところ。火災現場に出動

し、消火活動に当るはしご部分の検査は生命に

関わるので、磨耗しやすい部分や電子制御部分

の検査には熟練の技術を要する。オーバーホー

ルは５～７年に一回行い、だいたい３回やれば

おしまいである。

見学を終え、屋外に出て振り返るとメイン社

屋の外壁に、「『品質第一』に徹し、顧客の信頼

と満足を得る製品を提供する。」

の文字が目に入った。（美）
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